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（ア）男女共同参画社会に向

けた啓発活動の充実 

①男女共同参画社会に向けた意識

啓発の推進 

②男女共同参画についての学習機

会の拡充 

③男女共同参画についての情報提

供の拡充 

施策の体系 

 

Ⅰ.意識啓発と慣習・しきたりの見直し 
 
 

（ア）男女共同参画社会に向けた啓発活動の充実 

市民意識調査によると、「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担に賛成、反対が

ほぼ同率です。しかし、実際の家庭内での役割分担をみると、女性の約６割が職業をも

っているにも関わらず、掃除、洗濯、食事の支度などの日常的な家事については主に女

性が担っている現状があります。 

豊前市における男女共同参画社会の実現には、まずは男女ともにこれまで当然とされ

てきた性別による固定的な役割分担意識を見直すことが必要です。そのために、男女共

同参画社会への市民の理解を促すためのシンポジウムや学習会などのイベントを開催

し、市民全体の意識啓発を行います。 

日常的な意識啓発の一環として、啓発用のパンフレットや研修プログラムを作成し、

講座やセミナーを地区公民館等の地域の施設で開催したり、男女が家事、育児、介護等

の生活に必要な技術に対する理解を深め、その価値を正しく評価できるように、学習が

できる講座を開催します。 

広報や市の発行物においては、男女共同参画の視点から表現を見直し、また、市が主

催する事業においては、あらゆる市民が参加しやすいように配慮に努めます。 
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①男女共同参画社会に向けた意識啓発の推進 

事業名 事業の内容 実施期間 担当課 

ぶぜん男女共同参画シ

ンポジウム（仮称）の

開催 

男女共同参画推進についての市民の理解を

求め、意識啓発を図るためのシンポジウムを

開催します。 

Ａ 人権課 

男女共同参画に関する

基礎・研究講座等の開

催 

法律や社会制度、女性学、男性学等の男女共

同参画に関する基礎講座を開催します。 
Ａ 

人権課 

社会教育課 

男女共同参画に関する

パンフレット等の作

成・活用 

男女共同参画に関するパンフレット等を作

成し、市民への周知を図ります。 
Ｂ 

人権課 

社会教育課 

家庭における男女共同

参画に関する広報の拡

充 

広報「ぶぜん」や市のホームページを活用し、

家庭における男女の固定的な役割分担意識

の解消につとめます。 

Ａ 

市政活性課 

人権課 

社会教育課 

「男女共同参画週間」

に合わせた啓発促進 

毎年６月２３日から２９日に行われる「男女

共同参画週間」に合わせて市民と行政が一体

となった啓発活動を行います。 

Ｂ 人権課 

児童・生徒の男女共同

参画に関する作品募集

による啓発促進 

小・中学生を対象に、男女共同参画に関する

作品を募集し、啓発に活用します。 
Ｂ 人権課 

 期間：Ａ（継続），Ｂ（前期実施 H16～H20），Ｃ（後期実施 H21～H25）

 

具体的事業一覧 
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②男女共同参画についての学習機会の拡充 

事業名 事業の内容 実施期間 担当課 

男女共同分担への理解

を促す講座等の開催 

年齢層に応じた講座やセミナーを開催し、市

民の男女共同分担の理解の促進につとめま

す。 

Ａ 社会教育課 

小・中学生を対象とし

た生活自立に必要な技

術体験の機会の提供 

男女ともに生活に必要な技術を小・中学生の

頃から身に付けるような機会を提供します。
Ａ 

社会教育課 

学校教育課 

市民の男女共同参画に

関する学習への支援 

地域や企業、グループで行う自主的な学習会

等に対して、情報提供等を行い、市民の学習

活動を支援します。 

Ｂ 
人権課 

社会教育課 

公民館等の講座での男

女共同参画についての

学習の実施 

男女共同参画セミナー、さわやか大学、ふれ

あい学級等へ男女共同参画についての学習

内容や企画を提供し、学習活動の支援を行い

ます。 

Ａ 
人権課 

社会教育課 

消費生活の自立支援 

消費生活啓発講座等を実施し、男女が共に消

費者問題解決への活動に参画するとともに、

自立した消費者として生活できるよう支援

します。 

Ａ   
商工観光課 

社会教育課 

市の主催事業における

手話通訳等の実施 

障害のある人も気軽に男女共同参画につい

ての講座や研修に参加できるよう、市の主催

する事業において手話通訳等の配慮に努め

ます。 

Ａ   全庁 

  期間：Ａ（継続），Ｂ（前期実施 H16～H20），Ｃ（後期実施 H21～H25）

 

③男女共同参画についての情報提供の拡充 

事業名 事業の内容 実施期間 担当課 

広報、出版物等におけ

る表現の見直し 

市が発行する広報誌、冊子、ポスター等を作

成する際の基準となるガイドラインを作成

し、男女共同参画の視点から見直します。 

Ｂ 人権課 

啓発・研修プログラム

等の作成・活用 

啓発用のパネルや研修プログラムを作成し、

男女共同参画に関する研修・講座等を実施す

るための手引きを作り、活用を図ります。 

Ｂ 人権課 

 期間：Ａ（継続），Ｂ（前期実施 H16～H20），Ｃ（後期実施 H21～H25）

 



 第２章 実施計画    

  

14 

＜参考データ＞ 

 

■ 「男は仕事、女は家庭」という考え方について ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：豊前市「男女共同参画社会づくりにむけての市民意識調査報告書」平成 14 年３月 

 

 

■ 女性の職業の有無 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         N=983 

 

資料：豊前市「男女共同参画社会づくりにむけての市民意識調査報告書」平成 14 年３月 

 

 

持っている

62.4%

以前は持っ

ていたが、い

まは持って

いない

32.7%

無回答

0.8%

いままで

持ったことは

ない

4.1%

N=983

無回答
1.4

どちらでもよい
14.2

同感しない
24.7

あまり同感しない
17.6

同感する
14.2

ある程度
同感する
36.2
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■ 家庭内における役割分担の現状 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：豊前市「男女共同参画社会づくりにむけての市民意識調査報告書」平成 14 年３月 

 

 

 

53.5

65.2

69.2

61.1

62.1

58.1

23.2

20.2

20.3

20.5

16.0

21.4

17.8

9.9

6.7

12.4

14.2

16.1

1.0

1.9

2.6

0.7

0.7

0.1

0.9

0.6

0.6

0.5

1.8

0.5

1.1

0.7

0.9

1.2

0.7

0.7

2.7

2.3

2.1

2.2

2.5

2.5

0% 50% 100%

掃除をする
（N=983）

洗濯をする
（N=983）

食事の支度をする
　　　　　（N=983）

食事のあとかたづけをする
　　　　　　　　　　（N=983）

日々の家計の管理をする
　　　　　　　　　　（N=983）

日常の買い物をする
　　　　　　　（N=983）

主として妻・母親 どちらかといえば妻・母親 両方同じ程度

どちらかといえば夫・父親 主として夫・父親 その他

無回答


